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(57)【要約】
【課題】信号機のある交差点における運転支援を適切に
行うことができる運転支援装置を提供する。
【解決手段】路側に配置され、車両４が停止する停止位
置を決定する運転支援装置２であって、信号機手前の所
定の地点を通過した通過車両４Ａ,４Ｂの車両状態量を
取得する路側受信部２１と、車両状態量と通過車両４Ａ
,４Ｂが向かう信号機６０の信号情報とに基づいて、通
過車両４Ａ,４Ｂの後続車両４の停止位置Ｕｔ、Ｕｇを
決定する目標停止位置決定部２３、及び基準停止位置更
新部２６とを備えて構成することで、車両４が交差点７
２に到着する際に交差点７２で信号待ちしている通過車
両４Ａ,４Ｂが存在するか否かを予測することができる
ため、車両４が停止する停止位置Ｕｔ、Ｕｇを適切に決
定することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路側に配置され、車両が停止する停止位置を決定する運転支援装置であって、
　信号機手前の所定の地点を通過した通過車両の車両状態量を取得する車両状態量取得手
段と、
　前記車両状態量と前記通過車両が向かう信号機の信号情報とに基づいて、前記通過車両
の後続車両の前記停止位置を決定する停止位置決定手段と、
を備えることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記後続車両に前記停止位置を送信する送信手段を備えることを特徴とする請求項１に
記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記車両状態量取得手段において、前記通過車両の車両状態量は、前記通過車両の全長
及び速度であることを特徴とする請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　車載された車載運転支援装置と、前記車載運転支援装置と通信する運転支援装置とを有
する運転支援システムであって、
　前記運転支援装置は、信号機手前の所定の地点を通過した通過車両の車両状態量を取得
する車両状態量取得手段と、前記車両状態量と前記通過車両が向かう信号機の信号情報と
に基づいて、前記通過車両の後続車両の前記停止位置を決定する停止位置決定手段と、前
記車載運転支援装置に前記停止位置を送信する送信手段とを有し、
　前記後続車両に車載された前記車載運転支援装置は、前記後続車両から前記停止位置ま
での距離と前記後続車両から前記交差点の停止線までの距離との差が大きくなるほど、前
記後続車両が前記信号機手前の所定の地点を通過した時点から運転支援を行うまでの時間
を短くする支援タイミング制御手段とを有すること、
を特徴とする運転支援システム。
【請求項５】
　前記車両状態量取得手段において、前記通過車両の車両状態量は、前記通過車両の全長
及び速度であることを特徴とする請求項４に記載の運転支援システム。
【請求項６】
　前記支援タイミング制御手段は、前方車両が停止していると認識した場合には前記時間
を短くしないこと、
を特徴とする請求項４又は５に記載の運転支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転を支援する運転支援装置及び運転支援システムに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の運転を支援する装置として、車両が交差点に進入する際の信号機の状態を
予測し、予測した信号機の状態や車両の車速等に基づいて交差点での運転支援を決定する
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。この装置は、車両から交差点までの距
離と車両の走行状態とに基づいて、現在の車両状態が交差点の停止線で停止するために適
切であるか否かを判定し、判定結果に基づいて警報する。
【特許文献１】特開平１１－５３６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、交差点において他の車両が信号待ちで停止している場合には、自車両は
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停止している車両の後ろに停止するため、従来の運転支援装置にあっては停止の警告タイ
ミングがずれてしまう恐れがある。
【０００４】
　そこで本発明は、このような技術課題を解決するためになされたものであって、信号機
のある交差点における運転支援を適切に行うことができる運転支援装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち本発明に係る運転支援装置は、路側に配置され、車両が停止する停止位置を決
定する運転支援装置であって、信号機手前の所定の地点を通過した通過車両の車両状態量
を取得する車両状態量取得手段と、前記車両状態量と前記通過車両が向かう信号機の信号
情報とに基づいて、前記通過車両の後続車両の前記停止位置を決定する停止位置決定手段
とを備えて構成される。
【０００６】
　このように構成することで、通過車両の車両状態量を取得して、信号情報及び通過車両
の車両状態量に基づいて、後続車両が交差点に到着する時に交差点で信号待ちしている車
両が存在するか否かを予測することができる。また、信号情報及び通過車両の車両状態量
に基づいて、交差点で信号待ちしている車両を考慮して後続車両が停止する停止位置を決
定することができる。これにより、適切な停止位置で停止するように支援することができ
る。
【０００７】
　ここで、本発明に係る運転支援装置は、前記後続車両に前記停止位置を送信する送信手
段を備えることが好適である。
【０００８】
　また、前記車両状態量取得手段において、前記通過車両の車両状態量は、前記通過車両
の全長及び速度であることが好適である。このように構成することで、通過車両の速度と
信号機の信号情報とを用いて、通過車両が交差点を通行したか否かを予測することができ
る。また、交差点で停止している車両の全長を用いて、信号待ちの車列長を把握すること
ができるため、交差点での停止位置の決定を適切に行うことができる。
【０００９】
　また、本発明に係る運転支援システムは、車載された車載運転支援装置と、前記車載運
転支援装置と通信する運転支援装置とを有する運転支援システムであって、前記運転支援
装置は、信号機手前の所定の地点を通過した通過車両の車両状態量を取得する車両状態量
取得手段と、前記車両状態量と前記通過車両が向かう信号機の信号情報とに基づいて、前
記通過車両の後続車両の前記停止位置を決定する停止位置決定手段と、前記車載運転支援
装置に前記停止位置を送信する送信手段とを有し、前記後続車両に車載された前記車載運
転支援装置は、前記後続車両から前記停止位置までの距離と前記後続車両から前記交差点
の停止線までの距離との差が大きくなるほど、前記後続車両が前記信号機手前の所定の地
点を通過した時点から運転支援を行うまでの時間を短くする支援タイミング制御手段とを
有することを特徴として構成される。
【００１０】
　このように構成することで、運転支援装置が信号機の信号情報及び通過車両の車両状態
量を取得し、取得した信号情報及び通過車両の車両状態量に基づいて、後続車両が交差点
に到着する時に交差点で信号待ちしている車両が存在するか否かを予測することができる
。また、運転支援装置が、取得した信号情報及び通過車両の車両状態量に基づいて、交差
点で信号待ちしている車両を考慮して後続車両が停止する停止位置を決定し、後続車両に
車載された車載運転支援装置へ送信することができる。さらに、後続車両から停止位置ま
での距離と後続車両から交差点の停止線までの距離との差が大きくなるほど、後続車両が
信号機手前の所定の地点を通過した時点から運転支援を行うまでの時間を短くすることに
よって、適切な位置で運転支援を行うことができる。
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【００１１】
　ここで、運転支援装置の車両状態量取得手段において、前記通過車両の車両状態量は、
前記通過車両の全長及び速度であることが好適である。
【００１２】
　また、本発明に係る運転支援システムにおいて、前記支援タイミング制御手段は、前方
車両が停止していると認識した場合には、前記時間を短くしないことが好適である。
【００１３】
　交差点で停止している車両を認識した場合には、運転者にとって注意喚起などの運転支
援が煩わしいことがある。このため、本発明に係る運転支援システムにおいては、交差点
で停止している車両を認識した場合には、車両が信号機手前の所定の地点を通過した時点
から運転支援を行うまでの時間を短くしないことによって、認識している事態に対して早
めの警告をすることを回避することができるため、運転支援が運転者にとって煩わしく感
じることを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、信号機のある交差点における運転支援を適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明に
おいて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
（第１実施形態）
　図１は本発明の第１実施形態に係る運転支援システムの概要図、図２は第１実施形態に
係る運転支援装置及び運転支援システムの構成図である。
【００１７】
　まず、本実施形態に係る運転支援システム１の概要について説明する。運転支援システ
ム１は、設置された通信装置と車両との間で行われる路車間通信を用いた運転支援システ
ムであって、例えば図１に示すように、曲率が大きい道路７０を走行し、信号機６０のあ
る交差点７２を通行予定の車両４に対して、停止位置を提供する運転支援に好適に用いら
れるものである。
【００１８】
　運転支援システム１は、道路７０を走行する車両４と通信する路側運転支援装置（運転
支援装置）２を備えている。この路側運転支援装置２は、道路上、道路の路側又はその周
辺に配置されており、車両４を検知する機能を備えている。路側運転支援装置２は、車両
４を検知すると、車両４から情報を入力し、運転を支援する運転支援情報を車両４に提供
する。この路側運転支援装置２として、例えば光ビーコンが用いられる。
【００１９】
　車両４は車載運転支援装置３を搭載しており、この車載運転支援装置３が路側運転支援
装置２から運転支援情報を取得して、車両４の運転者を支援する。車載運転支援装置３と
路側運転支援装置２との通信方式は、例えば近赤外線を用いた無線通信であり、双方向の
通信が可能に構成される。
【００２０】
　次に、本実施形態に係る運転支援システム１の構成について説明する。図２に示すよう
に、本実施形態に係る運転支援システム１は、路側運転支援装置２と、車両４に搭載され
た車載運転支援装置３とを備えて構成される。
【００２１】
　車載運転支援装置３を備える車両４は、車速センサ４１、アクセルセンサ４２、ブレー
キセンサ４３、出力部４４、自律制御装置５、アクチュエータ４５、及び前方センサ４６
を備えて構成される。車速センサ４１、アクセルセンサ４２、ブレーキセンサ４３、出力
部４４及び自律制御装置５は、それぞれ車載運転支援装置３に接続されている。
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【００２２】
　車速センサ４１は、車速を検出するセンサであり、例えば、車輪の回転による磁束変化
を検出することで車輪の回転を検知し、車輪速パルスを用いて車速を検出する。また、車
速センサ４１は、入力した車速を車載運転支援装置３へ出力する機能を有している。
【００２３】
　アクセルセンサ４２は、運転者が操作したアクセルペダルの踏み込み量を検出するセン
サであり、例えば、ホール素子を用いて踏み込み量に応じた電圧を出力する機能を有して
いる。また、アクセルセンサ４２は、入力した踏み込み量を車載運転支援装置３へ出力す
る機能を有している。
【００２４】
　ブレーキセンサ４３は、運転者が操作したブレーキペダルの踏み込み量を検出するセン
サであり、例えば、ホール素子を用いて踏み込み量に応じた電圧を出力する機能を有して
いる。また、ブレーキセンサ４３は、入力した踏み込み量を車載運転支援装置３へ出力す
る機能を有している。
【００２５】
　出力部４４は、運転者に情報提供する機能を有しており、例えば、ディスプレイやスピ
ーカが用いられる。出力部４４は、車載運転支援装置３および自律制御装置５から入力し
た情報をディスプレイやスピーカを用いて運転者に情報提供する。
【００２６】
　自律制御装置５は、自ら認識した情報に基づいて車両４の運転支援及び介入制御を行う
装置であって、前方センサ４６、出力部４４及びアクチュエータ４５に接続されている。
この自律制御装置５は、例えば、ＰＣＳ（Pre-Crash　Safety　System）として機能する
。すなわち、自律制御装置５は、前方センサ４６から前方の情報を入力し、運転支援情報
を出力部４４へ、介入制御命令をアクチュエータ４５へ出力する機能を有している。また
、自律制御装置５は、運転支援や介入制御の実行開始タイミング情報を車載運転支援装置
３へ出力する機能を有している。
【００２７】
　アクチュエータ４５は、車両４の走行を制御する構成要素であって、例えば、ブレーキ
アクチュエータやエンジンスロットルバルブが用いられる。アクチュエータ４５は、自律
制御装置５から入力した情報に基づいて、ブレーキ制御、エンジン出力制御によって車両
速度を制御する機能を備えている。
【００２８】
　前方センサ４６は、主に車両４の前方に存在する物体の情報を取得するセンサであって
、例えば、車両４の前方に電波を送信し、物体からの反射波を受信することで、先行車両
の有無や先行車両と自車両との距離及び相対速度を計測する機能を備えている。また、前
方センサ４６は、入力した物体情報を自律制御装置５へ出力する機能を有している。
【００２９】
　ここで、車両４に搭載される車載運転支援装置３は、路側運転支援装置２と通信して車
両４の運転支援を行う装置であり、車両側送信部３１、車両側受信部３２、支援タイミン
グ制御部（支援タイミング制御手段）３３、車両情報ＤＢ３４、運転者特性情報ＤＢ３５
を備えて構成される。
【００３０】
　車両側送信部３１は、車両４側の情報を路側運転支援装置２へ送信する機能を有してお
り、車速センサ４１、アクセルセンサ４２、ブレーキペダル４３、車両情報ＤＢ３４及び
運転者特性ＤＢ３５から情報を入力し、路側運転支援装置２へ出力する。車両情報ＤＢ３
４は、車種、全長を含む車両情報を記録したＤＢである。運転者特性ＤＢ３５は、運転者
の運転傾向を蓄積したＤＢであって、例えば右左折時の車速、停止時の車間距離、ブレー
キタイミング、アクセルタイミング等を記録したＤＢである。また、車両側送信部３１は
車両側受信部３２と接続されており、車両側受信部３２から送信命令を入力すると、接続
先から必要な情報を入力し、路側運転支援装置２へ出力する。
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【００３１】
　車両側受信部３２は、路側運転支援装置２から送信された送信命令や運転支援の情報を
受信する機能を備えている。また、車両側受信部３２は、送信命令を受信した場合には、
車両側送信部３１へ送信命令を出力し、運転支援の情報を受信した場合には、支援タイミ
ング制御部３３へ運転支援の情報を出力する機能を有している。
【００３２】
　支援タイミング制御部３３は、車両４の運転者に対して行う運転支援のタイミングを制
御するタイミング制御部である。支援タイミング制御部３３は、車両側受信部３２から運
転支援情報を入力し、自律制御装置５から運転支援や介入制御の実行開始タイミング情報
を入力する機能を有している。また、支援タイミング制御部３３は、入力した運転支援情
報を、実行開始タイミング情報を考慮して出力部４４へ出力する機能を有している。
【００３３】
　一方、車載運転支援装置３と通信する路側運転支援装置２は、路側受信部（車両状態量
取得手段）２１、車両停止判定部２２、目標停止位置決定部（停止位置決定手段）２３、
路側送信部（送信手段）２４、支援レベル決定部２５、基準停止位置更新部（停止位置決
定手段）２６、管理情報ＤＢ２０１、信号情報ＤＢ２０２、テーブル２０３、メモリ２０
４、道路情報ＤＢ２０５を備えている。
【００３４】
　路側受信部２１は、車載運転支援装置３の車両側送信部３１から送信された車両４の情
報を受信する機能を備えている。また、車載運転支援装置３から情報を受信することによ
って信号機手前の所定の地点に車両４が到達したことを検知できる機能を有している。こ
こで、所定の地点とは、路側運転支援装置２の設置地点であるが、路面上の１つの地点で
はなく、例えば、路側送信部２４が路面に向かって光を投光して車両の到達を検知する場
合には、光が届く所定の範囲をも含む。また、受信した情報を管理情報ＤＢ２６に記録す
る機能を有している。管理情報ＤＢ２０１は、車両４から送られた情報を記録するＤＢで
あり、路側運転支援装置３によって検知された通過車両の情報、例えば、車種、全長、車
速、通過時刻、及び運転者特性等が格納される。
【００３５】
　車両停止判定部２２は、路側運転支援装置２と通信した車両４が、交差点７２に進入す
る時に停止が必要か否かを判定する機能を有している。車両停止判定部２２は、信号情報
ＤＢ２０２から信号情報を入力し、管理情報ＤＢ２０１から対象の車両４の車速を入力し
て判定を行う。信号情報ＤＢ２０２は、交差点７２における信号機６０の有無、信号機６
０の矢印灯火の有無、信号機６０まで距離、現在の灯火状態、及び信号サイクル等を含む
信号情報が予め格納されたＤＢである。また、車両停止判定部２２は、判定結果を目標停
止位置決定部２３へ出力する機能を有している。
【００３６】
　目標停止位置決定部２３は、支援対象の車両４の最適な停止位置を決定する機能を有し
ている。目標停止位置決定部２３は、メモリ２０４に格納された停止位置と、車両停止判
定部２２を介して得られる車両情報に基づいて目標停止位置を決定する機能を有している
。また、目標停止位置決定部２３は、車両停止判定部２２において停止が必要と判断した
車両数をカウントしてメモリ２０４に格納する機能、及びメモリ２０４に格納された停止
位置を更新する機能を有している。メモリ２０４は、例えば、（Random　Access　Memory
）で構成される。また、目標停止位置決定部２３は、決定した目標停止位置を路側送信部
２４へ出力する機能を有している。
【００３７】
　支援レベル決定部２５は、車両４の運転支援の程度を決定する機能を有している。支援
レベル決定部２２は、道路情報ＤＢ２０５から道路情報を入力し、道路形状、車線数、及
び合流地点の有無等に応じて支援レベルを変更する。支援レベルとして、例えば、警報レ
ベル、注意喚起レベル、情報提供レベル、実施不要レベルが用いられる。道路情報ＤＢ２
０５は、道路形状、曲率、起伏、交差点における停止線Ｈまでの距離、車線数、及び周辺
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環境等を含む情報が格納されたＤＢである。また、支援レベル決定部２５は、決定した支
援レベルを路側送信部２４へ出力する機能を有している。
【００３８】
　路側送信部２４は、車両４に情報を送信する機能を有している。この路側送信部２４は
、支援レベル決定部２５から入力した支援レベル、及び目標停止位置決定部２３から入力
した目標停止位置を車両４へ出力する機能を有している。さらに、路側送信部２４は、車
両情報の送信命令を所定の間隔で路面の所定の範囲に送信する機能を有している。
【００３９】
　基準停止位置更新部２６は、支援対象の車両４の最適な停止位置を更新する機能を有し
ている。具体的には、基準停止位置更新部２６は、信号情報ＤＢ２０２から信号情報に含
まれる信号機までの距離や信号サイクルを入力し、管理情報ＤＢ２０１から管理情報に含
まれる車両の全長、運転者特性となる車間距離を入力する機能を有している。また、テー
ブル２０３から信号待ち車列が信号通過に要する信号通過時間Ｔａを入力すると共に、メ
モリ２０４から信号で停止する車両数を入力する機能を有している。テーブル２０３は、
信号待ち台数と、図１に示す信号待ち車列長ｄとに依存する信号通過時間Ｔａが記載され
たテーブルである。また、基準停止位置更新部２６は、入力した情報に基づいて停止位置
の更新及び更新するタイミングを決定する機能を有している。さらに、決定したタイミン
グにおいて、信号で停止する車両数を変更する機能を有している。
【００４０】
　次に、本実施形態に係る運転支援システム１の動作を図３～１０を用いて説明する。図
３は運転支援システム１の動作を示すシーケンス図、図４及び図５は路側運転支援装置２
の動作を示すフローチャート、図６は信号待ち台数と距離とに依存した信号通過時間を示
すテーブル、図７は停止位置更新タイミングを示す概要図、図８は車載運転支援装置３の
動作を示すフローチャート、図９は車載運転支援装置３の支援地点の変化を示す説明図、
図１０は車載運転支援装置３が出力する画像例である。
【００４１】
　まず、図３を用いて運転支援システム１の動作について説明する。シーケンスは図面の
上方から下方へ時系列で記載する。
【００４２】
　路側運転支援装置２は、路側運転支援装置２が設置された箇所付近の道路に対して例え
ば近赤外線の光を投光する。投光された範囲に車両４が進入すると（図３の（ａ））、路
側運転支援装置２は車両情報を車載運転支援装置３に要求する（図３の（ｂ））。車載運
転支援装置３は、要求を受けて車両情報を路側運転支援装置２へ送信する（図３の（ｃ）
）。路側運転支援装置２は、受信した車両情報に基づいて運転支援処理を行う（図３の（
ｄ））。その後、運転支援情報を車載運転支援装置３へ送信する（図３の（ｅ））。車載
運転支援装置３は、受信した運転支援情報に基づいて運転支援処理を行う（図３の（ｆ）
）。
【００４３】
　このように、運転支援システム１においては、路側運転支援装置２と車両４に車載され
た車載運転支援装置３とが互いに通信しデータをやり取りすることによって、運転支援を
行う。
【００４４】
　次に、図４を用いて路側運転支援装置２の動作について詳細に説明する。図４の制御処
理は、例えば所定のタイミングで繰り返し実行される。なお、説明理解の容易性を考慮し
て、図１に示す道路及び交通状態を用いて路側運転支援装置２の動作を説明する。
【００４５】
　路側運転支援装置２は、道路情報入力処理から開始する（Ｓ１０）。Ｓ１０の処理は、
支援レベル決定部２５で実行され、道路７０の形状、起伏及び周辺環境を含む道路情報を
道路情報ＤＢ２０５から入力する処理である。Ｓ１０の処理が終了すると、支援レベル決
定処理に移行する（Ｓ１２）。
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【００４６】
　Ｓ１２の処理は、支援レベル決定部２５で実行され、支援対象車両の運転支援レベルを
決定する処理である。Ｓ１０の処理で入力した道路情報に基づいて支援レベルを決定する
。ここでは支援レベルとして、例えば、警報レベル、注意喚起レベル、情報提供レベル、
実施不要レベルが用いられる。警報レベルは、即時対応が必要な緊急性を有する事態を運
転者に伝える場合に設定される。注意喚起レベルは、即時対応は必要では無いが、何らか
の操作や判断が必要な事態を運転者に伝える場合に設定される。情報提供レベルは、その
情報に基づいて直接的に操作や判断をする必要は無く、運転者が認識すれば良い場合に用
いられる。実施不要レベルは、運転支援や情報提供の必要がないと判断した場合に設定さ
れる。例えば、道路形状が直線的であり、運転者が前方を確認することに何ら支障が無い
場合には、実施不要レベルが設定される。また、道路の曲率が大きく、カーブの直後に信
号機のある交差点がある地点などにおいては、衝突や急制動の恐れがあるため、警報レベ
ルが設定される。このように道路形状に応じて支援レベルを変化させる。例えば、図１に
示す道路７０の場合は、曲率が大きく、カーブ直後に交差点７２が存在するため、支援レ
ベルを警告レベルに設定する。Ｓ１２の処理が終了すると、情報入力処理に移行する（Ｓ
１４）。
【００４７】
　Ｓ１４の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、信号情報を信号情報ＤＢ２０２
から入力し、管理情報を管理情報ＤＢ２０１から入力する処理である。信号情報には、例
えば図１に示す交差点７２における信号機６０の有無、信号機６０の矢印灯火の有無、信
号機６０までの距離Ｕ０、現在の灯火状態、及び信号サイクル等が含まれる。管理情報に
は、路側運転支援装置２によって検知された通過車両の情報として、例えば、車種、全長
、車速、通過時刻、及び運転者特性である車間距離ｌ等が含まれる。Ｓ１４の処理が終了
すると、信号待ち車両数入力処理に移行する（Ｓ１６）。
【００４８】
　Ｓ１６の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、信号待ち車両数ｋｔ（ｔは整数
）をメモリ２０４から入力する処理である。例えば、図１に示す場合には、交差点７２に
おいて、信号待ちする車両が車両４Ａ及び車両４Ｂであるので、信号待ち車両数ｋｔは２
である。ここで、路側運転支援装置２は、車両４Ａ及び車両４Ｂが路側運転支援装置２付
近をそれぞれ通過する際に、交差点７２で停止するか否かを判定してカウントすることで
、信号待ち車両数ｋｔを算出している。この処理の詳細については後述する。なお、図１
に示す車両４Ｓ１及び車両４Ｓ２は車両４の走行位置の遷移を示しており、車両４と同一
の車両である。Ｓ１６の処理が終了すると、通過時間算出処理に移行する（Ｓ１８）。
【００４９】
　Ｓ１８の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、信号待ちの全ての車両が信号通
過に要する信号通過時間Ｔａの予測を行う処理である。この信号通過時間Ｔａは、信号待
ちの車両数ｋｔと、信号待ちしている車両のそれぞれの全長とそれぞれの車間幅を足し合
わせた信号待ち車列長ｄとの関係から予測することができる。信号通過時間Ｔａ、信号待
ちの車両数ｋｔ、及び信号待ち車列長ｄの関係は、例えば、図６に示すテーブルのように
なる。図６に示すテーブルは、列が交差点７２の停止線Ｈからの距離ｄ、行が信号待ち車
両台数を示しており、それぞれの信号通過時間Ｔａが記載されている。ここで、図６を用
いた信号経過時間Ｔａの予測について説明する。まず、基準停止位置更新部２６は、信号
待ち車両のそれぞれの全長とそれぞれの車間幅を足し合わせた信号待ち車列長ｄを算出す
る。交差点７２の停止線Ｈを基準にｉ番目（ｉ：自然数、ｉ≦ｋｔ）に停止して信号待ち
している車両の全長をｄｉ、車間幅をｌｉとすると、信号待ち車列長ｄは式（１）で表す
ことができる。
【００５０】
　ｄ＝（ｄｉ＋ｌｉ）＋（ｄｉ－１＋ｌｉ－１）＋・・・＋（ｄ１＋ｌ１）　…（１）
【００５１】
　Ｓ１４の処理で得られた管理情報から、信号待ち車両の全長ｄｉと運転者特性である車
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間幅ｌｉを参照し、式（１）を計算することによって信号待ち車列長ｄを算出する。この
ように、算出した信号待ち車列長ｄと、Ｓ１６の処理で得られた信号待ち車両数ｋｔとを
用いて、図６に示すテーブルを参照して信号経過時間Ｔａを予測する。例えば、図１の場
合では、交差点７２において、信号待ちする車両が車両４Ａ及び車両４Ｂであるので、信
号待ち車両数が２であり、車両４Ａの全長を５ｍ、車両４Ｂの全長を５ｍ、車両４Ａの及
び車両４Ｂの車間隔をそれぞれ２ｍとすると、信号待ち車列長ｄは１４ｍとなる。すると
、図６に示すテーブルを参照して、信号通過時間Ｔａは１９.７秒と予測できる。Ｓ１８
の処理が終了すると、通過判定処理に移行する（Ｓ２０）。
【００５２】
　Ｓ２０の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、次の青信号の期間内に全ての信
号待ち車両が通過可能か否かを判定する処理である。通過可能か否かは、青信号の時間と
黄色信号の時間とを足した通過可能時間Ｔｓが信号通過時間Ｔａより大きいか否かを判定
すれば良い。通過可能時間Ｔｓが信号通過時間Ｔａより大きいと判定した場合は、全ての
信号待ち車両が通過する時間を経過しても信号機は青信号または黄色信号を表示している
ため、信号待ち車両は存在しないと判定できる。よって、信号待ち車両が存在しない場合
の基準停止位置更新処理を行う（Ｓ２２）。
【００５３】
　Ｓ２２の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、次の青信号の期間内に信号待ち
車両がなくなると予測した場合において、後続車両が停止するための基準停止位置Ｕｔ（
ｔは整数）を更新する処理である。この基準停止位置Ｕｔは、路側運転支援装置２を基準
とした距離情報で定義される。例えば、図１の車両４は、信号機６０の信号が変わるまで
は、路側運転支援装置２から信号待ち車両４Ｂの後ろまでの距離Ｂ１が基準停止位置Ｕｔ

である。そして、車両４が交差点７２に到達する前に信号機６０の信号が青信号となり、
車両４Ａ及び車両４Ｂが交差点７２を通過して存在しなくなると予測した場合には、車両
４が停止するために必要な基準となる基準停止位置Ｕｔを更新する処理を行う。この処理
は、現在の基準停止位置Ｕｔである距離Ｂ１を、路側運転支援装置２から交差点７２の停
止線Ｈまでの距離である停止線距離Ｕ０に変更する。さらに、基準停止位置Ｕｔの更新と
同時に信号待ち車両数ｋｔを０に更新する。この更新のタイミングは、信号待ちの車両が
通過し終ると予測した時点で行う。すなわち、青信号開始時刻から信号通過時間Ｔａ経過
後の時刻Ｔｒに更新が行われるようにセットする（図７の（ａ））。Ｓ２２の処理が終了
すると、路側運転支援処理に移行する（Ｓ２４）。
【００５４】
　Ｓ２４の処理は、支援対象である車両４に対して運転支援を行う処理である。この処理
については図５を用いて後述する。Ｓ２４の処理が終了すると、図４の制御処理は終了す
る。
【００５５】
　一方、Ｓ２０の処理において、通過可能時間Ｔｓが信号通過時間Ｔａより大きくないと
判定した場合は、全ての信号待ち車両が通過する時間を経過する前に信号機が赤信号とな
ると予測したため、信号待ち車両が一部存在することとなる。よって、信号待ち車両が一
部存在する場合の停止位置更新処理を行う（Ｓ２６）。
【００５６】
　Ｓ２６の処理は、基準停止位置更新部２６で実行され、青信号の点灯期間内に信号待ち
車列の全てが通過できずに赤信号となり、信号待ち車両が一部存在すると予測した場合に
おいて、後続車両が停止するための基準停止位置Ｕｔを更新する処理である。例えば、図
１の車両４は、信号機６０の信号が変わるまでは、路側運転支援装置２から信号待ち車両
４Ｂの後ろまでの距離Ｂ１が基準停止位置Ｕｔである。ここで、車両４が交差点７２に到
達する前に信号機６０の信号が青信号となり、車両４Ａが交差点７２を通過し、その後信
号機６０の表示が赤信号となり車両４Ｂが通過できずに依然として信号待ちとなると予測
した場合には、車両４が停止するために必要な基準となる基準停止位置Ｕｔを更新する処
理を行う。さらに、基準停止位置Ｕｔの更新と同時に信号待ち車両数ｋｔを更新する。信
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号待ち車両数ｋｔは、更新前の信号待ち車両数をｋｔ-1、信号通過車両数をｋｓとすると
、式（２）で表すことができる。
【００５７】
　ｋｔ＝ｋｔ-1－ｋｓ　　…（２）
【００５８】
　メモリ２０４を参照して更新前の信号待ち車両数ｋｔ-1を入力し、図６のテーブルを用
いて通過可能時間Ｔｓ内に通過できる台数、すなわち信号通過車両数ｋｓを予測すること
で、更新された信号待ち車両数ｋｔを算出することができる。また、更新後の基準停止位
置Ｕｔは、Ｓ１４の処理で入力した停止線距離Ｕ０、及び信号待ち車両数ｋｔの信号待ち
車列長ｄを用いて、式（３）で表すことができる。
【００５９】
　Ｕｔ＝Ｕ０－ｄ　　…（３）
【００６０】
　式（１）を用いてｄを算出し、式（３）を用いて基準停止位置Ｕｔを更新する。例えば
図１の場合、基準停止位置Ｕｔを車両４Ｂの後ろの距離Ｂ１から距離Ｂ２に変更する。さ
らに、基準停止位置Ｕｔの更新と同時に信号待ち車両数ｋｔを更新する。更新のタイミン
グは、車両４Ｂが停止したタイミング、すなわち赤信号に切り替わった時点で行う。よっ
て、青信号開始時刻から通過可能時間Ｔｓ経過後に更新が行われるようにセットする（図
７の（ｂ））。Ｓ２２の処理が終了すると、路側運転支援処理に移行する（Ｓ２４）。
【００６１】
　以上の動作で図４の制御処理を終了する。このように、図４の制御処理は、路側運転支
援装置２の周辺部を通過した車両情報から基準停止位置Ｕｔを更新し、その後通過する車
両の運転支援を適切に行うことを可能とする。
【００６２】
　次に、図５を用いて図４のＳ２２の処理を説明する。図４のＳ２２の運転支援処理は、
車両通過判定から開始する（Ｓ３０）。
【００６３】
　Ｓ３０の処理は、路側送信部２４及び路側受信部２１で実行され、通過車両が通過した
か否かを判定する処理である。路側送信部２４は、所定の範囲に所定の周期で投光し、路
側受信部２１が車両情報を受け取った際に通過車両が通過したと判定する。路側受信部２
１は受け取った車両情報を管理情報ＤＢ２０１に格納する。Ｓ３０において、車両４が通
過したと判断した場合は、車両状態量取得処理へ移行する（Ｓ３２）。
【００６４】
　Ｓ３２の処理は、車両停止判定部２２で実行され、車両４の車両状態量を管理情報ＤＢ
２０１から取得する処理である。例えば、車両状態量として、車速ｖｍ、全長ｄｍ、車種
、通過時刻、及び運転者特性である停止車間幅ｌｍ等を入力する。Ｓ３２の処理が終了す
ると、信号情報入力処理へ移行する（Ｓ３４）。
【００６５】
　Ｓ３４の処理は、車両停止判定部２２で実行され、車両４が向かう交差点７２に設置さ
れた信号機６０の信号情報を信号情報ＤＢ２０２から取得する処理である。例えば、信号
機６０の有無、信号機６０の矢印灯火の有無、信号機６０までの距離Ｕ０、現在の灯火状
態、及び信号サイクル等を入力する。Ｓ３４の処理が終了すると、交差点進入時刻演算処
理へ移行する（Ｓ３６）。
【００６６】
　Ｓ３６の処理は、車両停止判定部２２で実行され、車両４が交差点７２に進入する時刻
を演算する処理である。Ｓ３２の処理で入力した車速ｖｍと、Ｓ３４の処理で入力した信
号機６０までの距離Ｕ０とを用いて、交差点進入時の時刻を演算する。Ｓ３６の処理が終
了すると、交差点停止判定処理へ移行する（Ｓ３８）。
【００６７】
　Ｓ３８の処理は、車両停止判定部２２で実行され、車両４が交差点７２で停止するか否
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かを判定する処理である。車両停止判定部２２は、Ｓ３４の処理で得られた信号サイクル
と、Ｓ３６の処理で得られた交差点進入時刻に基づいて交差点７２で停止するか否かを判
断する。例えば、図１の運転支援装置２は、交差点７２の信号機６０の信号サイクルを参
照し、車両４が交差点に進入する際に信号機６０が赤信号である場合には、車両４が停止
すると判定する。車両４が交差点に進入する際に信号機６０が青または黄色信号の場合に
は、車両４が停止しないと判定する。交差点７２において、車両４が停止すると判定した
場合は、信号待ち車両数カウント処理へ移行する（Ｓ４０）。
【００６８】
　Ｓ４０の処理は、目標停止位置決定部２３で実行され、信号待ちしている車両数ｋｔを
変更する処理である。目標停止位置決定部２３は、Ｓ３０の処理で通過判定した現在の運
転支援対象車両の後続車両のために、信号待ち車両数ｋｔを更新する。更新は式（４）を
用いて行われる。
【００６９】
　ｋｔ＝ｋｔ-1＋１　　…（４）
【００７０】
　メモリ２０４を参照して更新前の信号待ち車両数ｋｔ-1を入力し、今回制御対象の車両
４分を一台加えた数をｋｔとする。Ｓ４０の処理が終了すると、目標停止位置決定処理へ
移行する（Ｓ４２）。
【００７１】
　Ｓ４２の処理は、目標停止位置決定部２３で実行され、車両４の目標となる目標停止位
置Ｕｇを決定する処理である。この目標停止位置Ｕｇは、路側運転支援装置２を基準とし
た距離情報で定義される。目標停止位置決定部２３は、メモリ２０４から参照した基準停
止位置Ｕｔ、及びＳ３２の処理で得られた停止車間幅ｌｍを用いて式（５）に示すように
目標停止位置Ｕｇを決定する。
【００７２】
　Ｕｇ＝Ｕｔ－ｌｍ　　…（５）
【００７３】
　Ｓ４２の処理が終了すると、送信処理へ移行する（Ｓ４４）。
【００７４】
　Ｓ４４の処理は、路側送信部２４で実行され、図４のＳ１２で決定した運転支援レベル
、図４のＳ１０の処理で得られた道路情報、Ｓ３４の処理で得られた信号情報、及びＳ４
２の処理で決定した目標停止位置Ｕｇを車両４に送信する処理である。Ｓ４４の処理が終
了すると、基準停止位置更新処理へ移行する（Ｓ４６）。
【００７５】
　Ｓ４６の処理は、目標停止位置決定部２３で実行され、メモリ２０４に格納された基準
停止位置Ｕｔを更新する処理である。Ｓ３２で入力した車両の全長ｄｍ、停止車間幅ｌｍ

を用いて式（６）に示すように基準停止位置Ｕｔを更新する。
【００７６】
　Ｕｔ＝Ｕｔ-1－ｄｍ－ｌｍ　　…（６）
【００７７】
　Ｓ４６の処理が終了すると、図５の運転支援処理を終了する。
【００７８】
　一方、Ｓ３０において、車両４が通過していないと判定した場合は、図５の運転支援処
理を終了する。
【００７９】
　また、Ｓ３８の処理において、交差点７２で車両４が停止しないと判定した場合は、目
標停止位置決定処理へ移行する（Ｓ４２）。
【００８０】
　以上の処理で図５に示す運転支援処理が終了する。路側運転支援装置２は、車両通過を
検知すると車両情報を車両から入力して蓄積し、得られた車両情報に基づいて後続車両の



(12) JP 2009-25902 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

運転支援に活用することができる。
【００８１】
　次に、車載運転支援装置３の動作について図８～図１０を用いて説明する。図８は、本
実施形態に係る車載運転支援装置３の動作を示すフローチャート、図９は交差点の停止線
からの距離に依存する停止可能車速を示すグラフ、図１０は、車載運転支援装置３の支援
方法の一例である。なお、説明理解の容易性を考慮して、図１に示す道路及び交通状態を
用いて路側運転支援装置３の動作を説明する。
【００８２】
　車載運転支援装置３は、図８に示すサービスエリア通過判定から開始する（Ｓ６０）。
Ｓ６０の処理は、車両側受信部３２で実行され、車載運転支援装置３を搭載した車両が、
路側運転支援装置２のサービスエリア、すなわち路側運転支援装置２が投光する範囲内に
進入したか否かを判定する処理である。車両側受信部３２が路側運転支援装置２の送信命
令を受け取った場合には、サービスエリアを通過したと判定する。サービスエリアを通過
したと判定した場合は、車両状態量送信処理へ移行する（Ｓ６２）。
【００８３】
　Ｓ６２の処理は、車両側送信部３１で実行され、車両状態量を含む情報を路側運転支援
装置２へ送信する処理である。車両側送信部３１は、車両情報ＤＢ３４から車種、全長を
含む車両情報を、運転者特性ＤＢ３５から右左折時の車速、停止時の車間距離、ブレーキ
タイミング、アクセルタイミング等を、車速センサ４１から現在車速を、アクセルセンサ
４２及びブレーキセンサからアクセル及びブレーキの状態をそれぞれ入力し、路側運転支
援装置２へ送信する。Ｓ６２の処理が終了すると、運転支援情報取得処理へ移行する（Ｓ
６４）。
【００８４】
　Ｓ６４の処理は、車両側受信部３２で実行され、路側運転支援装置２から運転支援に関
する情報を入力する処理である。車両側受信部３２は、図４のＳ１２で決定した運転支援
レベル、図４のＳ１０の処理で得られた道路情報、Ｓ３４の処理で得られた信号情報、及
びＳ４２の処理で決定した目標停止位置Ｕｇをそれぞれ入力する。Ｓ６４の処理が終了す
ると、停止位置判定処理に移行する（Ｓ６６）。
【００８５】
　Ｓ６６の処理は、支援タイミング制御部３３で実行され、運転支援レベルが未実施レベ
ル以外のレベルであって、目標停止位置Ｕｇが交差点の停止線距離Ｕ０であるか否かを判
定する処理である。目標停止位置Ｕｇが交差点７２の停止線距離Ｕ０であると判定した場
合には、運転支援地点算出処理へ移行する（Ｓ７０）。
【００８６】
　Ｓ７０の処理は、支援タイミング制御部３３で実行され、交差点７２に到達するまでに
どの地点で運転支援を行うかを決定する処理である。Ｓ６６の処理において目標停止位置
Ｕｇが交差点の停止線距離Ｕ０と等しいため、Ｓ７０の処理は通常の交差点進入時に運転
支援を行うタイミングで運転支援を行う。この時の運転支援地点を図１に示す地点Ｃ１と
する。すなわち、運転支援地点Ｃ１を車両４が通過する時（図１の車両４Ｓ１）に運転支
援を行う。Ｓ７０の処理が終了すると、運転支援実施処理へ移行する（Ｓ７２）。
【００８７】
　Ｓ７２の処理は、支援タイミング制御部３３で実行され、Ｓ７０の処理で決定したタイ
ミングで運転支援情報を出力部４４へ出力する処理である。Ｓ７２の処理が終了すると、
図８の制御処理を終了する。
【００８８】
　一方、Ｓ６６の処理において、目標停止位置Ｕｇが交差点７２の停止線距離Ｕ０と等し
くないと判定した場合には、運転支援地点算出処理へ移行する（Ｓ７４）。Ｓ７４の処理
は、支援タイミング制御部３３で実行され、信号待ち車両を考慮して停止できるように、
運転支援情報の提供タイミングを決定する処理である。支援タイミング制御部３３は、Ｓ
７０処理と同様に停止線Ｈで停止する場合の運転支援地点Ｃ１を算出するとともに、図１
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に示す信号待ち車両長ｄを考慮して、運転支援地点Ｃ１から信号待ち車両長ｄの長さを走
行する分だけ速いタイミングを算出する。このタイミングで運転支援する地点を運転支援
地点Ｃ２とする。すなわち、運転支援地点Ｃ２を車両４が通過する時（図１の車両４Ｓ２

）に運転支援を行う。ここで、運転支援地点Ｃ１及びＣ２の関係を、図９を用いて説明す
る。図９に示す点線及び実線のグラフは、停止位置からの距離に依存した停止可能車速で
ある。点線が交差点に信号待ち車両が存在しなかった場合の停止可能車速を示しており、
実線が交差点に信号待ち車両が存在する場合の停止可能車速を示している。このように、
運転支援地点Ｃ１に信号待ち車両長ｄの長さを足した値を運転支援地点Ｃ２とすることで
、停止線Ｈに車両が停止していない場合と同様に、適切なタイミングで運転支援を行うこ
とが可能となる。Ｓ７４の処理が終了すると、前方車両確認処理へ移行する（Ｓ７６）。
【００８９】
　Ｓ７６の処理は、支援タイミング制御部３３で実行され、前方に車両が存在するか判定
する処理である。例えば、車両４に備わる自律制御装置５が前方車両を認識しているか否
かを判定する。前方車両を認識していると判定した場合は、運転支援実施処理へ移行し（
Ｓ７２）、図８の処理が終了する。なお、この場合は、運転支援地点Ｃ１において、自律
制御装置５が運転支援を行う。また、前方車両を認識していないと判定した場合は、運転
支援実施処理へ移行する（Ｓ７８）。
【００９０】
　Ｓ７８の処理は、支援タイミング制御部３３で実行され、Ｓ７４の処理で決定したタイ
ミングで運転支援情報を出力部４４へ出力する処理である。例えば、図１０の（ａ）に示
すように、信号待ち車両を忠実に表示してディスプレイに表示したり、図１０の（ｂ）に
示すように、前方に信号待ち車両の存在だけ伝わるように表示したりする。また、ディス
プレイ上に表示しないでスピーカからの音のみで運転支援する場合もある。このようなパ
ターンは、路側運転支援装置２が決定した支援レベルに応じて選択される。例えば、警告
レベルの場合は、図１０の（ａ）に示す画像に加えてスピーカからも警告を行う。また、
例えば、情報提供レベルの場合は、図１０の（ｂ）に示す画像のみで運転支援情報を提供
する。Ｓ７８の処理が終了すると、図８の制御処理を終了する。
【００９１】
　上記の制御処理によって、車載運転支援装置２は、路側運転支援装置３から得られた車
両情報に基づいて運転支援タイミングを決定することができる。
【００９２】
　以上のように、本発明に係る運転支援装置２によれば、通過車両４Ａ、４Ｂの車両状態
量を取得して、信号情報及び通過車両４Ａ、４Ｂの車両状態量に基づいて、通過車両４Ａ
、４Ｂに後続して走行する車両４が交差点７２に到着する際に交差点７２で信号待ちして
いる通過車両４Ａ、４Ｂが存在するか否かを予測することができる。また、信号情報及び
通過車両４Ａ、４Ｂの車両状態量に基づいて、交差点７２で信号待ちしている通過車両４
Ａ、４Ｂを考慮して車両４が停止する停止位置Ｕｔ、Ｕｇを決定することができる。これ
により、適切な停止位置Ｕｔ、Ｕｇで停止するように支援することができる。
【００９３】
　また、本発明に係る運転支援装置２によれば、通過車両４Ａ、４Ｂの速度と信号機６０
の信号情報から、通過車両４Ａ、４Ｂが交差点７２を通行したか否かを予測することがで
きる。また、交差点７２で停止している通過車両４Ａ、４Ｂの全長を用いて信号待ち車列
の長さｄを把握することができるため、交差点７２での停止位置Ｕｔ、Ｕｇの決定を適切
に行うことができる。
【００９４】
　また、本発明に係る運転支援システム１によれば、路側運転支援装置２が信号機６０の
信号情報及び通過車両４Ａ、４Ｂの車両状態量を取得し、取得した信号情報及び通過車両
４Ａ、４Ｂの車両状態量に基づいて、車両４が交差点７２に到着する時に交差点７２で信
号待ちしている通過車両４Ａ、４Ｂが存在するか否かを予測することができる。また、路
側運転支援装置２が、取得した信号情報及び通過車両４Ａ、４Ｂの車両状態量に基づいて
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、交差点７２で信号待ちしている通過車両４Ａ、４Ｂを考慮して車両４が停止する停止位
置Ｕｔ、Ｕｇを決定し、車両４に車載された車載運転支援装置３へ送信することができる
。さらに、車両４から目標となる停止位置までの距離Ｕｇと車両４から交差点７２の停止
線Ｈまでの距離Ｕ０との差が大きくなるほど、車両４が路側運転支援装置２と通信した時
点から運転支援を行うまでの時間を短くすることによって、適切な位置で運転支援を行う
ことができる。
【００９５】
　また、本発明に係る運転支援システム１によれば、運転支援を行う車両４に車載された
自律制御装置等が交差点７２で停止している通過車両４Ａ、４Ｂを認識した場合には、車
両４が路側運転支援装置２と通信した時点から運転支援を行うまでの時間を短くしないこ
とによって、運転支援が運転者にとって煩わしく感じることを回避することができる。
【００９６】
（第２実施形態）
　第２実施形態に係る運転支援システム６は、第１実施形態の運転支援システム１とほぼ
同様に構成されるものであって、車両を識別するための車両識別ＩＤを用いて運転支援を
行う点で相違する。第２実施形態においては、第１実施形態と重複する部分は説明を省略
し、相違点を中心に説明する。
【００９７】
　まず、本実施形態に係る運転支援システム６の構成から説明する。図１１は第２実施形
態に係る運転支援システム６の概要図である。
【００９８】
　図１１に示す運転支援システム６において、地点Ｑ１、Ｑ２に配置された路側運転支援
装置７は、車両４に対して運転支援を行うための装置であり、第１実施形態の路側運転支
援装置２とほぼ同様に構成され、路側運転支援装置７の送信部及び受信部の機能が一部相
違する。路側運転支援装置７の送信部及び受信部は、第１実施形態の路側運転支援装置２
の路側送信部２４及び路側受信部２１が有する機能に加えて、路側運転支援装置７同士で
通信する機能を有している。また、路側運転支援装置７の送信部は、通過車両に対して車
両識別ＩＤを付与する機能、及び付与した車両識別ＩＤを管理情報ＤＢ２０１に記録する
機能を有している。さらに、路側運転支援装置７の受信部は、車両識別ＩＤを他の路側運
転支援装置７から取得して管理情報ＤＢ２０１に記録する機能を有している。
【００９９】
　また、地点Ｑ１、Ｑ２に配置された路側運転支援装置７の基準停止位置更新部は、第１
実施形態の基準停止位置更新部２６が有する機能に加えて、車両識別ＩＤを用いて基準停
止位置Ｕｔの更新を行う機能を有している。また、車両識別ＩＤの一部をメモリ２０４に
保有データとして格納し、動的に更新する機能を有している。
【０１００】
　一方、車載運転支援装置８は第１実施形態とほぼ同様に構成され、車載運転支援装置８
の車両側受信部は、第１実施形態の路側運転支援装置２の車両受信部３２が有する機能に
加えて、車両識別ＩＤを車両情報ＤＢ３４に格納する機能を有している。
【０１０１】
　次に、本実施形態に係る運転支援システム６の動作を説明する。図１２は運転支援シス
テム６の動作を示すシーケンス図、図１３は路側運転支援装置２の動作を示すフローチャ
ートである。
【０１０２】
　まず、図１２を用いて運転支援システム６の動作について説明する。シーケンスは図面
の上方から下方へ時系列で記載する。地点Ｑ１に設置された路側運転支援装置７と車載運
転支援装置８とのシーケンスは、第１実施形態の路側運転支援装置２及び車載運転支援装
置３と同様のシーケンスを行うため、同様の部分は省略し、相違点を中心に説明する。
【０１０３】
　地点Ｑ１、及び地点Ｑ２に設置された路側運転支援装置７は、設置箇所付近の道路に対
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して例えば近赤外線の光を投光する。地点Ｑ１の投光された範囲に車両４が進入すると（
図１２の（ａ））、地点Ｑ１に設置された路側運転支援装置７と車載運転支援装置８は、
第１実施形態と同様の動作を行い、路側運転支援装置７は運転支援情報を車載運転支援装
置８に送信する。この時、路側運転支援装置７は、車両識別ＩＤを車載運転支援装置８に
送信する（図１２の（ｂ））。車載運転支援装置８は、車両識別ＩＤを受信し（図１２の
（ｃ））、第１実施形態と同様の運転支援を行う。その後、図１１に示す車両４は、信号
機６０のある交差点７２に進入し、右折せずに地点Ｑ２に到着するものとする（図１２の
（ｄ））。地点Ｑ２に設置された路側運転支援装置７は、投光された範囲に車両４が進入
すると、車載運転支援装置８に対して情報提供の要求をする。車載運転支援装置３は、地
点Ｑ１で付与された車両識別ＩＤを地点Ｑ２の路側運転支援装置７へ送信する（図１２の
（ｅ））。地点Ｑ２の路側運転支援装置７は、車両識別ＩＤを受け取ると（図１２の（ｆ
））、地点Ｑ１の路側運転支援装置７に、車載運転支援装置８から入力した車両識別ＩＤ
を送信する（図１２の（ｇ））。地点Ｑ１の路側運転支援装置７は、送信した車両識別Ｉ
Ｄと受け取った車両識別ＩＤとを用いて、後続の車両に対する運転支援を行う。
【０１０４】
　このように、運転支援システム６においては、路側運転支援装置７が車両４を識別する
ために車両識別ＩＤを付与し、他の路側運転支援装置７と通信することで信号待ちしてい
る車両を的確に把握し、後続の車両に対する運転支援を行う。
【０１０５】
　次に、本実施形態に係る路側運転支援装置７の動作を図１３及び図１４を用いて詳細に
説明する。図１３及び図１４は、本実施形態に係る路側運転支援装置７の動作を示すフロ
ーチャートである。
【０１０６】
　図１３に示す制御処理は、例えば車両４が路側運転支援装置７の周辺付近を通過した際
に実施される。路側運転支援装置７は車両識別ＩＤ発行処理から処理を開始する（Ｓ８０
）。Ｓ８０の処理は、車両識別ＩＤを車両４に付与する処理である。車両識別ＩＤは、例
えば、英数字の組み合わせなどランダムに生成されても良いが、ここでは昇順とする。例
えば、車両識別ＩＤをｉｄ１、ｉｄ２、ｉｄ３といったように昇順に付与する。路側運転
支援装置７の送信部は、運転支援情報と生成した車両識別ＩＤとを合わせて車両４へ送信
する。送信タイミングは、第１実施形態と同様である。Ｓ８０の処理が終了すると、記録
処理へ移行する（Ｓ８２）。
【０１０７】
　Ｓ８２の処理は、発行済み車両識別ＩＤを記録する処理である。Ｓ８０で発行した発行
済み車両識別ＩＤを管理情報ＤＢ２０１に記録する。Ｓ８２の処理が完了すると、図１３
の制御処理は終了する。
【０１０８】
　以上のように動作することで、路側運転支援装置７の周辺付近を通過した車両４に対し
て車両識別ＩＤを付与することができる。
【０１０９】
　次に、路側運転支援装置７の運転支援処理について図１４を用いて説明する。図１４の
制御処理は、車両識別ＩＤを付与した車両のデータに基づいて、後続車両の運転支援を行
う制御処理であり、例えば車両４が地点Ｑ１の路側運転支援装置７の周辺付近を通過した
際に実施される。
【０１１０】
　路側運転支援装置７は、道路情報入力処理から処理を開始する（Ｓ９０）。Ｓ９０の処
理は、第１実施形態と同様に、支援レベル決定部２５で実行され、道路７０の形状、起伏
及び周辺環境を含む道路情報を道路情報ＤＢ２０５から入力する処理である。Ｓ９０の処
理が終了すると、支援レベル決定処理に移行する（Ｓ９２）。
【０１１１】
　Ｓ９２の処理は、第１実施形態と同様に、支援レベル決定部２５で実行され、支援対象
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車両の運転支援レベルを決定する処理である。Ｓ９２の処理が終了すると、情報入力処理
に移行する（Ｓ９４）。
【０１１２】
　Ｓ９４の処理は、図１３のＳ８２の処理で記録した発行済み車両識別ＩＤを入力し、メ
モリ２０４に格納された保有データを更新する処理である。まず、発行済み車両識別ＩＤ
を入力し、新しく発行した車両識別ＩＤを保有データに追加する。保有データは、発行済
み車両識別ＩＤのうち、信号待ちしている可能性が高い車両の車両識別ＩＤが格納されて
いる。Ｓ９４の処理が終了すると、通信処理へ移行する（Ｓ９６）。
【０１１３】
　Ｓ９６の処理は、交差点７２を通過した車両４を認識するために、他の路側運転支援装
置７と通信し、他の路側運転支援装置７付近を通過した車両４の車両識別ＩＤ（通過車両
識別ＩＤ）を受信する処理である。例えば、図１１に示すように、Ｑ１地点に設置された
路側運転支援装置７が交差点７２を挟んで反対側の地点Ｑ２に設置された路側運転支援装
置７と通信し、通過車両識別ＩＤを取得する。このように入力した通過車両識別ＩＤは、
交差点７２をすでに通過した車両を表す。Ｓ９６の処理が終了すると、車両識別ＩＤの判
定処理へ移行する（Ｓ９８）。
【０１１４】
　Ｓ９８の処理は、Ｓ９４で更新した保有データ内の発行済み車両識別ＩＤと、Ｓ９６で
入力した通過車両識別ＩＤとを比較して、信号待ちしている車両の中に、既に交差点７２
を通過した車両が存在するか否かを判定する処理である。発行済み車両識別ＩＤの中に通
過車両識別ＩＤが存在する場合には、信号待ちしている車両の中に交差点７２を通過した
車両が存在するということになるので、基準停止位置Ｕｔを更新するため、車両識別ＩＤ
の判定処理へ移行する（Ｓ１００）。
【０１１５】
　Ｓ１００の処理は、通過車両識別ＩＤが、信号待ちしている車列の中において、最も早
く発行された発行済み車両識別ＩＤであるか否かを判定する処理である。例えば、保有デ
ータ内の発行済み車両識別ＩＤがｉｄ６からｉｄ１０までであるとすると、車両識別ＩＤ
が昇順に発行されているため、最も速いタイミングで発行された車両識別ＩＤはｉｄ６で
ある。Ｓ１００の処理において、通過車両識別ＩＤが最も早く発行されたＩＤでないと判
定した場合には、停止位置更新処理へ移行する（Ｓ１０２）。
【０１１６】
　Ｓ１０２の処理は、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤと通過車両識別ＩＤとを用い
て、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤを更新する処理である。通過車両識別ＩＤを持
つ車両は信号待ち状態が終了しているため、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤから通
過車両識別ＩＤを削除する。また、通過車両識別ＩＤを持つ車両が信号待ち状態ではない
ことから、通過車両識別ＩＤよりも前に発行された車両識別ＩＤを持つ車両は、全て信号
待ち状態が終了していると推定し、保有データから削除する。例えば、入力した車両識別
ＩＤがｉｄ８であるとすると、ｉｄ８以前の発行済み車両識別ＩＤは全て信号待ち状態で
は無いと推定する。これにより、例えば、図１１のＳ４に示すように、車両４が交差点７
２で右折し、地点Ｑ２を通過しない場合であっても、その後、車両４の後続車両が地点Ｑ
２を通過した場合には保有データ内の発行済み車両識別ＩＤが更新されるため、信号待ち
している車両を正確に予測することができる。Ｓ１０２の処理が終了すると、基準停止位
置更新処理へ移行する（Ｓ１０４）。
【０１１７】
　Ｓ１０４の処理は、信号待ち車両が更新されたことに伴い、基準停止位置Ｕｔを更新す
る処理である。まず、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤを有する車両の車両情報を管
理情報ＤＢ２０１から入力する。入力する情報は、例えば、車両の全長や停止車間距離を
含む情報である。ここで、信号待ちしている車列において、交差点７２の停止線Ｈを基準
にしてｉ番目の車両の全長をｄｉ、停止車間距離をｌｉとする（ｉ：自然数）。基準停止
位置Ｕｔは、更新前の基準停止位置をＵｔ－１とし、車列長を式（１）のようにｄとする
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と、式（７）で表すことができる。
【０１１８】
　Ｕｔ＝Ｕｔ-1＋ｄ　　…（７）
【０１１９】
　更新前の基準停止位置Ｕｔ－１をメモリ２０４から入力し、式（１）を用いて車列長ｄ
を算出することで、更新後の基準停止位置Ｕｔを算出することができる。Ｓ１０４の処理
が終了すると、運転支援処理へ移行する（Ｓ１０６）。
【０１２０】
　Ｓ１０６の処理は、Ｓ１０６で求めた基準停止位置Ｕｔを用いて支援対象車両に対して
運転支援を行う処理であり、第１実施形態の図４のＳ２４の処理と同様である。Ｓ１０６
の処理が終了すると、図１１の制御処理は終了する。
【０１２１】
　一方、Ｓ１００の処理において、通過車両識別ＩＤが最も早く発行されたＩＤであると
判定した場合には、停止位置更新処理へ移行する（Ｓ１０８）。
【０１２２】
　Ｓ１０８の処理は、Ｓ１０２の処理と同様に、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤと
通過車両識別ＩＤとを用いて、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤを更新する処理であ
る。すなわち、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤから通過車両識別ＩＤを削除する。
Ｓ１０８の処理が終了すると、基準停止位置更新処理へ移行する（Ｓ１１０）。
【０１２３】
　Ｓ１１０の処理は、信号待ち車両が更新されたことに伴い、基準停止位置Ｕｔを更新す
る処理である。まず、保有データ内の発行済み車両識別ＩＤを有する車両の車両情報を管
理情報ＤＢ２０１から入力する。入力する情報は、例えば、車両の全長や停止車間距離を
含む情報である。ここで、信号待ちしている車列において、交差点７２を通過した車両は
先頭車両だけであるので、基準停止位置Ｕｔは、交差点７２の停止線Ｈを基準にして１番
目の車両の全長をｄ１、停止車間距離をｌ１、更新前の基準停止位置をＵｔ－１とすると
、式（８）で表すことができる。
【０１２４】
　Ｕｔ＝Ｕｔ-1＋ｄ１＋ｌ１　　…（８）
【０１２５】
　更新前の基準停止位置Ｕｔ－１をメモリ２０４から入力することで、更新後の基準停止
位置Ｕｔを算出することができる。Ｓ１０４の処理が終了すると、運転支援処理へ移行す
る（Ｓ１０６）。
【０１２６】
　以上の処理によって、路側運転支援装置７は、信号待ちしている車列を、車両識別ＩＤ
に基づいて更新することができる。車両識別ＩＤを用いることで、確実に交差点７２を通
過した車両を信号待ち車列から除くことができるため、より正確な停止位置の決定が可能
となる。
【０１２７】
　上述のように、本発明に係る運転支援装置７によれば、交差点７２で信号待ちしている
車列を、車両識別ＩＤに基づいて更新することができる。車両識別ＩＤを用いることで、
確実に交差点７２を通過した車両を信号待ち車列から除くことができるため、正確な停止
位置Ｕｔ、Ｕｇの決定が可能となる。また、交差点７２で信号待ちしている通過車両を考
慮して車両４が停止する停止位置Ｕｔ、Ｕｇを決定することができる。これにより、適切
な停止位置Ｕｔ、Ｕｇで停止するように支援することができる。
【０１２８】
　また、本発明に係る運転支援装置７によれば、車両識別ＩＤを用いることで、通過車両
が交差点７２を通行したか否かを予測することができる。また、交差点７２で停止してい
る通過車両の全長ｄを用いて信号待ち車列の長さを把握することができるため、交差点７
２での停止位置Ｕｔ、Ｕｇの決定を適切に行うことができる。
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【０１２９】
　また、本発明に係る運転支援システム６によれば、路側運転支援装置７が別の地点に配
置された路側運転支援装置７と通信し、車両識別ＩＤをやりとりすることによって、車両
４が交差点７２に到着する時に交差点７２で信号待ちしている通過車両が存在するか否か
を予測することができる。また、路側運転支援装置２が、車両識別ＩＤに基づいて、交差
点７２で信号待ちしている通過車両を考慮して車両４が停止する停止位置Ｕｔ、Ｕｇを決
定し、車両４に車載された車載運転支援装置８へ送信することができる。さらに、車両４
から停止位置までの距離Ｕｇと車両４から交差点７２の停止線Ｈまでの距離Ｕ０との差が
大きくなるほど、車両４が路側運転支援装置２と通信した時点から運転支援を行うまでの
時間を短くすることによって、適切な位置で運転支援を行うことができる。
【０１３０】
　また、本発明に係る運転支援システム６によれば、運転支援を行う車両４に車載された
自律制御装置等が交差点７２で停止している通過車両を認識した場合には、車両４が路側
運転支援装置２と通信した時点から運転支援を行うまでの時間を短くしないことによって
、運転支援が運転者にとって煩わしく感じることを回避することができる。
【０１３１】
　なお、上述した各実施形態は本発明に係る運転支援システム及び路側運転支援装置の一
例を示すものである。本発明に係る運転支援システム及び路側運転支援装置は、このよう
なものに限られるものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しないように各実施形態
に係る運転支援システム及び路側運転支援装置を変形し、又は他のものに適用したもので
あってもよい。
【０１３２】
　例えば、上記実施形態においては、支援レベルを道路形状によって決定する例を説明し
たが、路側運転支援装置２、７の予測精度に応じて支援レベルを変化させても良い。例え
ば、単線道路であって交差点に向かう途中で合流、分流が発生しない道路形状である場合
には、後述する路側運転支援装置２の予測精度が高いため、支援レベルを警告レベルとし
、反対に、複線道路であって交差点に向かう途中で合流、分流が発生する道路形状である
場合には、運転支援情報の信頼性が低いため、情報提供レベルとする。
【０１３３】
　また、第１実施形態において、路側運転支援装置２付近を通過した車両が交差点７２で
信号待ちするか否かを、路側運転支援装置２を基準とした交差点７２までの距離と、車速
とを用いて予測する例を示したが、さらに運転者の行動パターンを用いて予測する場合で
あっても良い。例えば、管理情報ＤＢ２０１からアクセルやブレーキの踏み込み量などの
過去の運転特性を入力し、現在の測定値と比較して、想定される運転傾向に基づいて信号
停止するか否かを算出する場合であってもよい。
【０１３４】
　また、第２実施形態において、車両識別ＩＤを用いて信号待ち車両台数を予測する例を
示したが、交通情報や定期的なバスの運行状況等を考慮して、交差点までの合流や途中で
抜けた車両を予測しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る運転支援システムの概要図である。
【図２】図１の運転支援システムの構成図である。
【図３】図１の運転支援システムの動作を示すシーケンス図である。
【図４】図１の路側運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】図１の路側運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】信号待ち台数と距離とに依存した信号通過時間を示すテーブルである。
【図７】停止位置更新タイミングを示す概要図である。
【図８】図１の車載運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】図１の車載運転支援装置の支援地点の変化を示す説明図である。
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【図１０】図１の車載運転支援装置が出力する画像例である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る運転支援システムの概要図である。
【図１２】図１１の運転支援システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１３】図１１の路側運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【図１４】図１１の路側運転支援装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１３６】
　１…運転支援システム、２,７…路側運転支援装置（運転支援装置）、３,８…車載運転
支援装置、４…車両、２１…路側受信部（車両状態量取得手段）、２３…目標停止位置決
定部（停止位置決定手段）、２６…基準停止位置更新部（停止位置決定手段）、３３…支
援タイミング制御部（支援タイミング制御手段）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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